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唐津市入札参加有資格業者の指名停止措置について 
 

 

 

 

 

１ 指名停止対象業者 

    パナソニックＥＷエンジニアリング㈱九州支店（福岡市中央区薬院３－１－２４） 

    （本社：大阪府大阪市中央区城見２－1－６１） 

工事：電気工事‐Ａ級 

役務：建物等保守管理、その他保守管理 

物品：電気器具類 

 

２ 指名停止期間 

    ３月１０日から５月９日まで ２か月 

 

３ 指名停止理由 

パナソニックＥＷエンジニアリング㈱は、建設業法第２６条第１項の規定に違反して、資格要

件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。また、同法第１５条第２号の

規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。このこ

とが、同法第２８条第１項本文及び同項第２号に該当するとして、国土交通省近畿地方整備局

から令和７年１月３１日付けで、営業停止処分（２２日間）及び指示処分を受けたため。 

 

４ 指名停止措置の根拠 

同社は、唐津市建設工事請負契約及び業務委託契約に係る指名停止等の措置要綱別表

第２第１１項（建設業法違反行為）に該当する。 

指名停止期間については、（短期）１か月以上（長期）９か月以内の範囲で措置することと

なり、唐津市建設工事請負契約及び業務委託契約に係る指名停止等の措置基準第４条第２

項第４号（建設業法に規定する営業停止に該当するとき）の加算条項に該当するため、短期１

か月に１か月を加算し、２か月とする。 

同社は物品購入等の競争入札参加資格を有するため、唐津市物品購入等契約に係る指名

停止等の措置要綱第２条第４項に基づく措置を行う。 

 

  

パナソニックＥＷエンジニアリング㈱九州支店を指名停止としました。 
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  ５ 令和４年度～令和６年度発注実績 

令和４年度 ２件 １０，６２９，３００円 

令和５年度 １件 ３７７，３００円 

令和６年度 １件 ４２７，９００円 

 

 

 

（本件の問い合わせ先） 

財務部 契約管理課 

担当：松尾、服部 

電話：直通７２-９２４０ （内線１３６１） 


